
下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金交付要綱

（趣旨）

第１条 この要綱は、急激な原油価格や電気・ガス料金を含む物価高騰の影響を緩和する

ため、蛍光灯や水銀灯などの既存の照明設備をＬＥＤ照明設備に更新することによりエ

ネルギー利用の合理化促進を図り、もって中小企業者等の省エネの取組を支援するとと

もに、本市の二酸化炭素排出量の削減を推進するため、既存の照明設備をＬＥＤ照明設

備に更新するために要する費用の一部を補助する下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導

入促進補助金（以下「補助金」という。）の交付に関し、必要な事項を定めるものとする。

（定義）

第２条 この要綱において、次に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 事業所 事業者がその事業の用に直接供する施設をいう。

(2) 中小企業者等 次のいずれかに該当する者をいう。

ア 中小企業者（中小企業基本法（昭和３８年法律第１５４号）第２条第１項に規定

する中小企業者をいう。）であって、みなし大企業（発行済株式の総数又は出資金額

の総額の２分の１以上を同一の大企業（中小企業以外の全ての企業をいう。以下同

じ。）が所有している中小企業、発行済株式の総数若しくは出資金額の３分の２以上

を大企業が所有している中小企業又は大企業の役員若しくは職員を兼ねている者が

役員総数の２分の１以上を占めている中小企業をいう。）に該当しないもの

イ 医療法人（医療法（昭和２３年法律第２０５号）第３９条に規定する医療法人を

いう。）又は社会福祉法人（社会福祉法（昭和２６年法律第４５号）第２２条に規定

する社会福祉法人をいう。）であって、常時使用する従業員の数が３００人以下であ

るもの

ウ 事業協同組合（中小企業等協同組合法（昭和２４年法律第１８１号）第３条第１

号に規定する事業協同組合をいう。）、企業組合（同法第３条第４号に規定する企業

組合をいう。）、協業組合（中小企業団体の組織に関する法律（昭和３２年法律第

１８５号）第３条第１項第７号に規定する協業組合をいう。）、農事組合法人（農業

協同組合法（昭和２２年法律第１３２号）第７２条の４に規定する農事組合法人を

いい、法人税法（昭和４０年法律第３４号）第２条第７号に規定する協同組合等に

該当するものを除く。）又は一般社団法人若しくは一般財団法人（一般社団法人及び

一般財団法人に関する法律（平成１８年法律第４８号）第２条第１号に規定する一

般社団法人又は一般財団法人をいう。）であって、常時使用する従業員の数が３００

人以下であるもの

エ 特定非営利活動法人（特定非営利活動促進法（平成１０年法律第７号）第２条第



２項に規定する特定非営利活動法人をいう。）、公益法人（公益社団法人及び公益財

団法人の認定等に関する法律（平成１８年法律第４９号）第２条第３号に規定する

公益法人をいう。）又は学校法人（国立大学法人、公立大学法人及び私立学校法（昭

和２４年法律第２７０号）第３条に規定する学校法人をいう。）であって次のいずれ

にも該当するもの

(ｱ) 法人税法施行令（昭和４０年政令第９７号）第５条に規定する事業を行ってい

ること。

(ｲ) 常時使用する従業員の数が３００人以下であること。

(3) ＬＥＤ照明設備 光源に発光ダイオード（Light Emitting Diode）を主電源として

使用するように設計した照明設備で、屋内に固定して使用するもの（コンセント式、

電池式等の容易に持ち運ぶことができるものを除く。）のうち、次のいずれにも該当し

ないものをいう。

ア 自らが購入し、所有し、又は使用しないもの

イ 自社の事業の用に供しないもの

ウ 更新前後で使用用途が異なるもの

エ 工事を伴わないランプの交換のみのもの

オ 照明用以外の目的のもの（非常灯、誘導灯、スイッチ等）

カ 兼用設備、将来用設備又は予備設備のため導入するもの

キ 未使用品でないもの

(4) 市内業者 市内に本社若しくは本店所在地を有する法人又は市内に住所を有する個

人事業主をいう。

（補助金の交付対象者）

第３条 補助金の交付の対象となる者（以下「交付対象者」という。）は、市内に事業所（個

人事業主にあっては、市内に住所及び主たる事業所）を置く中小企業者等であって、次

の各号に掲げる要件のいずれにも該当する者とする。

(1) 市税の滞納がないこと。

(2) 補助金の申請を行おうとする事業について、他の補助制度により補助を受けていな

いこと。

(3) 事業活動等に必要な許認可等を取得していること。

(4) 第７条の規定による補助金の交付申請の日前１年以上市内で事業を営む者であるこ

と。

(5) 第７条の規定による補助金の交付申請の日において、下関市環境配慮行動優良事業

者として、下関市から認定されていること又は当該日において認定申請中であり第

１１条に規定する事業完了報告の時までに下関市から認定されていること。



(6) 宗教活動又は政治活動を目的とする事業を行っていないこと。

２ 前項の規定にかかわらず、補助金の交付を受けようとする中小企業者等又はその役員

等（個人事業主の場合はその者、法人である場合は役員又は支店若しくは営業所の代表

者、団体である場合は代表者、理事等、その他経営に実質的に関与している者をいう。）

が、次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の対象としないものとする。

(1) 下関市暴力団排除条例（平成２３年条例第４２号。以下「暴力団排除条例」という。）

第２条第３号に規定する暴力団員等

(2) 補助金を法令又は公序良俗に反する行為に利用するおそれがあると認められる者

（補助金の交付対象事業）

第４条 補助金の交付の対象となる事業（以下「補助対象事業」という。）は、交付対象者

が、市内の事業所において、蛍光灯又は水銀灯などの既存の照明設備（ＬＥＤ照明設備

を除く。以下「既存の照明設備」という。）をＬＥＤ照明設備に更新する事業とする。

（補助金の対象経費等）

第５条 補助金の対象となる経費（以下「補助対象経費」という。）は、補助対象事業に要

する経費のうち、次の各号に掲げる経費（消費税及び地方消費税相当額を除く。）とする。

(1) 設備費

(2) 工事費（既存の照明設備の撤去に要する費用を含む。）

２ 前項の補助対象経費は、市内業者が施工するもののみを対象とする。

（補助金の額等）

第６条 補助金の額は、補助対象経費に２分の１を乗じて得た額（当該額に１,０００円未

満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とし、５０万円を上限とする。

２ 前項の規定にかかわらず、同項の規定により算出した額が２０万円に満たない場合は、

補助金を交付しない。

３ この要綱による補助金の交付は、１交付対象者につき１回を限度とする。

（補助金の交付申請）

第７条 補助金の交付を受けようとする者（以下「交付申請者」という。）は、下関市中小

企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金交付申請書（様式第１号。以下「交付申請書」

という。）に次の書類を添えて、これを市長に提出しなければならない。

(1) 事業計画書及び収支予算書（別紙１）

(2) 交付対象要件の確認及び誓約・同意事項（別紙２）

(3) 補助対象経費の内訳が記載された見積書の写し



(4) ＬＥＤ照明設備の仕様が確認できるもの（カタログ、仕様書等）

(5) 更新前の既存の照明設備及び更新後のＬＥＤ照明設備の配置図

(6) 事業所の外観写真及び更新前の既存の照明設備の設置状況が確認できる写真

(7) 市税の滞納がない旨の証明書（交付申請書の提出の日前３月以内に発行されたもの

に限る。）

(8) 確定申告書類の写し（税務署等で収受されたこと確認ができるもの）

(9) 交付申請者の住民票の写し（原本。交付申請書の提出の日前３月以内に発行された

ものに限る。個人事業主に限る。）

(10) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の規定により交付申請者から提出のあった書類は、返還しないものとする。

（補助金の交付決定等）

第８条 市長は、前条の規定による交付申請（以下「交付申請」という。）があったときは、

その内容を審査し、必要に応じて現地調査等を行い、補助金の交付が適当であると認め

るときは、予算の範囲内において、補助金の交付を決定するものとする。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付を決定する場合において、当該補助金の交付

の目的を達成するため必要があると認めるときは、これに条件を付することができる。

３ 市長は、第１項の規定により補助金の交付を決定したときは、下関市中小企業者等

ＬＥＤ照明設備導入促進補助金交付決定通知書（様式第２号）により、当該補助金の交

付申請者に通知するものとする。

４ 市長は、第１項の審査により、補助金の交付が適当でないと認めるときは、下関市中

小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金不交付決定通知書（様式第３号）により、当

該補助金の交付申請者に通知するものとする。

（工事の着手の制限）

第９条 交付申請者は、前条第３項の規定による通知（以下「交付決定通知」という。）を

受けるまでは、補助対象事業に係る工事に着手してはならない。

（交付申請の内容の変更等）

第１０条 交付決定通知を受けた者（以下「補助事業者」という。）が、交付申請の内容を

変更し、又は当該交付申請を取り下げようとする場合は、あらかじめ市長に申請し、そ

の承認を受けなければならない。ただし、交付申請の内容を変更しようとする場合であ

って、市長が当該変更を軽微な変更と認めるときは、この限りでない。

２ 前項の承認を受けようとする補助事業者は、次の各号に掲げる場合の区分に応じ、当

該各号に定める書類を提出するものとする。



(1) 交付申請の内容を変更しようとする場合 下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入

促進補助金変更承認申請書（様式第４号）及びその他市長が必要と認める書類

(2) 交付申請を取り下げようとする場合 下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進

補助金取下げ承認申請書（様式第５号）

３ 市長は、第１項の規定による申請があったときは、当該交付申請の内容の変更又は取

下げを承認するか否かを決定し、下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金変

更（承認・不承認）通知書（様式第６号）又は下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入

促進補助金取下げ承認通知書（様式第７号）により、当該申請をした補助事業者に通知

するものとする。

４ 市長は、第１項の規定による交付申請の内容の変更に伴う補助金の額の増額は行わな

いものとする。

５ 第３項の規定による交付申請の取下げの承認があった場合は、当該交付申請に係る補

助金の交付の決定は、なかったものとみなす。

６ 補助事業者は、次条第１項の規定による完了報告書の提出が同項に定める日までに完

了しないとき、又は補助対象事業の遂行が困難となったときは、遅滞なく、その理由及

び補助対象事業の遂行の状況を記載した書類を市長に提出して、その指示を受けなけれ

ばならない。

（事業完了報告）

第１１条 補助事業者は、補助対象事業が完了したときは、その完了の日から起算して

３０日を経過した日（その日が休日又は日曜日若しくは土曜日の場合は、その日前にお

いてその日に最も近い休日又は日曜日若しくは土曜日でない日）又は令和７年２月２８

日のいずれか早い日までに、下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金完了報

告書（様式第８号。以下「完了報告書」という。）に次の書類を添えて、これを市長に提

出しなければならない。

(1) 事業報告書及び収支決算書（別紙１）

(2) ＬＥＤ照明設備の設置状況が確認できる写真

(3) 補助対象経費の請求書の写し

(4) 領収書その他の補助対象経費の支払を証する書類の写し

(5) 既存の照明設備の処分が確認できる書類の写し

(6) その他市長が必要と認める書類

２ 前項の規定により補助事業者から提出のあった書類は、返還しないものとする。

（補助金の額の確定）

第１２条 市長は、前条の規定による事業完了報告を受けたときは、その内容を審査し、



及び必要に応じて現地調査等を行い、適当であると認めるときは、交付すべき補助金の

額を確定し、下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金交付額確定通知書（様

式第９号）により、当該補助事業者に通知するものとする。

（是正のための措置）

第１３条 市長は、前条の規定による審査の結果、補助対象事業の成果が補助金の交付の

決定の内容及びこれに付した条件に適合しないと認めるときは、当該補助対象事業につ

いて、これに適合させるための措置をとるべきことを当該補助事業者に対して指示する

ことができる。

２ 第１１条の規定は、前項の規定による指示に従って行う補助対象事業について準用す

る。

（補助金の交付請求及び交付）

第１４条 第１２条の規定による通知を受けた補助事業者は、速やかに下関市中小企業者

等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金交付請求書（様式第１０号）を市長に提出するものと

する。

２ 市長は、前項の規定により請求書の提出を受けた場合において、これを審査し、適当

であると認めるときは、補助事業者に当該請求額を交付するものとする。

（関係書類の整備等）

第１５条 補助事業者は、補助対象事業の実施状況及び経費の収支に関する帳簿その他関

係書類（市長が別に指示する書類を含む。以下同じ。）を整備し、完了報告書を提出した

日の属する下関市の会計年度の翌年度の初日から起算して５年間これを保管しなければ

ならない。

（検査等）

第１６条 市長は、必要があると認めるときは、補助事業者に対し質問をし、報告を求め、

若しくは補助対象事業の施行に関し必要な指示をし、又は帳簿その他関係書類を検査す

ることができる。

（管理及び損傷等の届出）

第１７条 補助事業者は、補助金の交付を受けて設置したＬＥＤ照明設備（以下「対象設

備」という。）を善良なる管理者の注意をもって管理するとともに、補助金の交付の目的

に従ってその適正な運用を図らなければならない。

２ 補助事業者は、天災地変その他の理由により、対象設備が損傷し、又は滅失したとき



は、その旨を市長に届け出なければならない。

（財産の処分の制限）

第１８条 補助事業者は、減価償却資産の耐用年数等に関する省令（昭和４０年大蔵省令

第１５号）で定める期間内において、補助対象事業により取得し、又は効用の増加した

財産（以下「取得財産」という。）を、処分（補助金交付の目的に反して使用し、返品し、

譲渡し、交換し、貸し付け、売却し、廃棄し、又は担保に供することをいう。以下同じ。）

しようとするときは、あらかじめ下関市中小企業者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金処

分承認申請書（様式第１１号）に次の書類を添えて、これを市長に提出し、その承認を

受けなければならない。ただし、補助事業者が補助金の全部に相当する金額を市に納付

した場合は、この限りでない。

(1) 取得財産の配置図及び写真

(2) 交付決定通知書及び交付額確定通知書の写し

(3) その他参考となる書類

２ 市長は、前項の規定により取得財産の処分を承認するときは、下関市中小企業者等

ＬＥＤ照明設備導入促進補助金処分承認通知書（様式第１２号）により、当該申請をし

た補助事業者に通知するものとする。

（交付決定の取消し）

第１９条 市長は、補助事業者が次の各号のいずれかに該当するときは、補助対象事業に

係る補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことができる。この場合において、

当該補助事業者に損害が生じても、市は、その賠償の責めを負わないものとする。

(1) 虚偽の申請その他不正の手段により、補助金の交付の決定を受けたとき。

(2) 補助金をその用途以外の目的に使用したとき。

(3) 第３条第２項各号のいずれかに該当するとき。

(4) 対象設備を法令又は公序良俗に反する行為に利用したとき。

(5) 前条の規定による財産の処分の制限を、正当な理由なく遵守しなかったとき。

(6) 補助金の交付の決定の内容及びこれに付した条件に違反したとき、又は市長の指示

に従わなかったとき。

(7) その他この要綱の規定に違反したとき。

２ 市長は、前項の規定により補助金の交付の決定を取り消したときは、下関市中小企業

者等ＬＥＤ照明設備導入促進補助金取消通知書（様式第１３号）により、補助事業者に

通知するものとする。

（補助金の返還）



第２０条 市長は、第１８条第２項の規定による承認を行ったときは、当該承認に係る補

助金の返還を、支払期限を定めて補助事業者に命ずる。

２ 前項の規定により補助事業者が返還する金額は、耐用月数（第１８条第１項の取得財

産の耐用年数に１２を乗じて得た月数をいう。以下同じ。）から設置月数（工事完了日か

ら第１８条の規定により取得財産を処分する日までの期間をいい、１月に満たない端数

がある場合は、これを切り捨てた期間とする。以下同じ。）を減じて得た月数を耐用月数

で除した割合に第１２条の規定により確定した補助金の額を乗じて得た額

（当該額に１,０００円未満の端数があるときは、これを切り捨てる。）とする。ただし、

市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

３ 市長は、前条第１項の規定により補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消した場

合において、既に補助金が交付されているときは、取消しに係る部分に関し、交付され

た補助金の返還を、期限を定めて補助事業者に命ずるものとする。ただし、市長がやむ

を得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

４ 前条第１項及び前項の規定は、第１２条の規定による補助金の交付額の確定があった

後においても適用する。

（加算金及び延滞金）

第２１条 補助事業者は、前条第３項の規定により補助金の返還を命じられたときは、当

該命令に係る補助金の受領の日から納付の日までの日数に応じ、当該補助金の額（その

一部を納付した場合におけるその後の期間については、既に納付した額を控除した額）

につき年１０.９５パーセントの割合で計算した加算金を市に納付しなければならない。

ただし、当該加算金の額が１００円未満の場合又は市長がやむを得ない理由があると認

める場合は、この限りでない。

２ 補助事業者は、前条第３項の規定により補助金等の返還を命じられ、これを同項の規

定により市長が定めた期限（以下「納期日」という。）までに納付しなかったときは、納

期日の翌日から納付の日までの日数に応じ、その未納付額につき年１０.９５パーセント

の割合で計算した延滞金を市に納付しなければならない。ただし、当該延滞金の額が

１００円未満の場合又は市長がやむを得ない理由があると認める場合は、この限りでない。

３ 第１項の加算金を納付しなければならない場合において、補助事業者の納付した金額

が返還を命じられた補助金の額に達するまでは、その納付金額は、まず当該返還を命じ

られた補助金の額に充てるものとする。

４ 第２項の延滞金を納付しなければならない場合において、補助事業者が返還を命じら

れた補助金の未納付額の一部を納付したときは、当該納付の日の翌日以後の期間に係る

延滞金の計算の基礎となるべき未納付額は、その納付金額を控除した額によるものとす

る。



（協力及び情報の公表）

第２２条 補助事業者は、市長が省エネの取組の成果を調査し、又は公表するときは、こ

れに協力するものとする。

２ 市長は、補助事業者の氏名又は名称及び住所又は所在地について、補助事業者の協力

を得て、省エネ設備導入の実例として公表することができる。

（その他）

第２３条 この要綱の運用に関し必要な事項は、その都度市長が別に定める。

附 則

(施行期日）

１ この要綱は、令和６年４月１日から施行する。

(要綱の失効）

２ この要綱は令和７年３月３１日限り、その効力を失う。ただし、同日以前にこの要綱

に基づき既になされた交付申請に係る補助金の取扱いについては、同日後も、なおその

効力を有する。


